
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
生
産
資
源
で
あ
り
地
域
資
源
で
あ
る
農
地
の
確
保
と
望
ま
し
い
主
体
に
よ
る
農
地
の
有

効
利
用
を
通
じ
、
我
が
国
の
食
料
自
給
力
の
強
化
に
資
す
る
農
業
構
造
の
確
立
と
農
村
の
振
興
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
次
の
事
項

の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

我
が
国
農
業
は
、
家
族
経
営
及
び
農
業
生
産
法
人
に
よ
る
経
営
等
を
中
心
と
す
る
耕
作
者
が
農
地
に
関
す
る
権
利
を
有
す

る
こ
と
が
基
本
的
な
構
造
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
耕
作
者
と
農
地
が
農
村
社
会
の
基
盤
を
構
成
す
る
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ

る
こ
と
を
十
分
認
識
し
、
農
地
制
度
の
運
用
に
当
た
る
こ
と
。

二

新
農
地
法
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
農
地
に
つ
い
て
権
利
を
有
す
る
者
の
責
務
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と

し
、
そ
の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

１

農
地
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
す
る
者
は
、
当
該
農
地
の
農
業
上
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
い

て
第
一
義
的
責
任
を
有
す
る
こ
と
を
深
く
認
識
し
、
自
ら
当
該
農
地
を
耕
作
の
事
業
に
供
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
そ
の
責

務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
所
有
権
以
外
の
権
原
に
基
づ
き
当
該
農
地
が
耕
作
の
事
業
に
供
さ
れ

る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
農
地
の
農
業
上
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

農
地
に
つ
い
て
賃
借
権
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
権
利
に
基
づ
き
自
ら
当

該
農
地
を
耕
作
の
事
業
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
農
地
の
農
業
上
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

新
農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
七
号
の
許
可
の
基
準
は
、
取
得
し
よ
う
と
す
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
関
す
る
基
準
で
は

な
く
、
新
た
に
、
周
辺
の
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
へ
の
影
響
を
見
る
基
準
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
農
業
委
員
会
等
は
許
可
の
判

断
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
現
地
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

新
農
地
法
第
三
条
第
三
項
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
貸
借
に
係
る
権
利
移
動
規
制
の
緩
和
に
当
た
っ
て
は
、
借
り

手
が
撤
退
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
を
明
け
渡
す
際
の
原
状
回
復
、
原
状
回
復
が
な

さ
れ
な
い
と
き
の
損
害
賠
償
及
び
中
途
の
契
約
終
了
時
に
お
け
る
違
約
金
支
払
等
に
つ
い
て
契
約
上
明
記
す
る
よ
う
指
導
す

る
こ
と
。

五

国
は
、
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
事
業
の
推
進
に
当
た
り
、
農
地
の
利
用
調
整
に
関
す
る
地
域
の
円
滑
な
合
意
形
成
に
向
け
、

専
門
知
識
を
有
す
る
人
材
の
確
保
等
に
つ
い
て
、
十
分
な
支
援
を
行
う
こ
と
。



ま
た
、
農
地
保
有
合
理
化
事
業
に
つ
い
て
は
、
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
事
業
と
の
役
割
分
担
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
適
正
な

事
業
執
行
を
図
る
こ
と
。

六

公
共
転
用
に
導
入
さ
れ
る
法
定
協
議
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
転
用
の
許
可
権
者
と
申
請
者
が
同
一
の
場
合
に
お
け

る
協
議
の
客
観
性
及
び
公
正
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
公
共
転
用
が
周
辺
農
地
の
転
用
を
誘
発
し
な
い
よ
う
、
必
要
な
指

導
を
行
う
こ
と
。

七

違
反
転
用
に
つ
い
て
は
、
年
平
均
約
八
千
件
判
明
し
、
そ
の
大
半
が
追
認
処
理
さ
れ
て
い
る
実
態
に
か
ん
が
み
、
一
層
実

効
性
の
あ
る
防
止
対
策
及
び
是
正
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

ま
た
、
都
道
府
県
等
の
行
政
代
執
行
が
適
切
に
発
動
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
支
援
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

八

標
準
小
作
料
制
度
の
廃
止
に
当
た
っ
て
は
、
農
地
の
貸
借
に
お
い
て
標
準
小
作
料
が
規
範
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
た
に
設
け
る
実
勢
借
地
料
の
情
報
提
供
の
仕
組
み
へ
の
円
滑
な
移
行
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
企
業
の
農
業
参
入
規
制
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
農
業
委
員
会
は
、
借
地
料
が
地
域
の
実
勢
価
格
に

照
ら
し
て
極
端
に
高
く
な
ら
な
い
よ
う
、
必
要
な
監
視
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
。

九

耕
作
放
棄
地
の
復
旧
に
向
け
た
地
域
の
取
組
に
対
す
る
支
援
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
農
地
の
農
業
上
の
利
用
が
継
続
さ



れ
る
よ
う
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
の
今
後
の
在
り
方
の
検
討
を
含
め
、
農
業
経
営
の
安
定
化
に
向
け
た
施
策
の
強

化
に
努
め
る
こ
と
。

十

今
回
の
農
地
制
度
の
改
正
内
容
を
、
農
業
者
は
も
と
よ
り
、
広
く
国
民
一
般
に
周
知
・
普
及
す
る
と
と
も
に
、
制
度
の
運

用
に
当
た
っ
て
は
、
公
平
・
公
正
・
透
明
性
に
留
意
し
、
許
可
等
の
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

十
一

農
地
制
度
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
農
業
委
員
会
組
織
が
現
行
制
度
に
よ
る
業
務
に
加
え
、
改
正
法
に

よ
り
新
た
に
担
う
こ
と
と
な
る
業
務
が
適
正
か
つ
円
滑
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
、
具
体
的
な
判
断
基
準
を
早
期
に
明
確
化
す
る

と
と
も
に
、
必
要
な
支
援
及
び
体
制
整
備
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
国
は
、
農
業
委
員
会
か
ら
、
適
宜
、
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
を
受
け
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
都
道

府
県
と
連
携
し
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

十
二

土
地
利
用
に
関
す
る
諸
制
度
に
つ
い
て
、
農
業
生
産
を
目
的
と
す
る
土
地
利
用
と
そ
れ
以
外
の
土
地
利
用
と
を
一
体
的

か
つ
総
合
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
計
画
を
、
地
域
住
民
の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
策
定
す
る
制
度
の
創
設
そ
の
他
必
要
な
措

置
を
検
討
す
る
こ
と
。

十
三

政
府
は
、
近
年
、
遊
休
農
地
の
拡
大
の
み
な
ら
ず
、
農
業
従
事
者
の
減
少
・
高
齢
化
や
農
業
所
得
の
減
少
に
よ
り
、
農



業
の
持
続
性
が
危
う
く
な
っ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
農
業
・
農
村
の
活
力
を
回
復
す
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
貴
重
な

資
源
と
し
て
の
農
地
の
土
づ
く
り
、
地
力
増
進
等
を
図
り
な
が
ら
、
家
族
農
業
経
営
、
集
落
営
農
、
法
人
に
よ
る
経
営
等
の

多
様
な
経
営
体
が
共
存
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
持
て
る
力
を
十
分
発
揮
で
き
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


